
令和７年１月２４日  

千葉県農林水産部水産局  

 

千葉県漁業調整規則の一部改正について（概要） 

 

 

１ 改正概要 

（１）漁業法及び刑法の一部改正に伴う関係条文の改正（水産庁の規則例に沿って改正） 

  ア 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正 

する法律の施行に伴う所要の改正（規則第 51 条関係） 

    漁業法において、違法操業を監視する衛星船位測定送信機（ＶＭＳ）の備付け  

命令を受けた者は、当該機器の通信妨害等をしてはならないことが規定されたため、

規則においても同様に規定する。 

  イ 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正（規則第 59 条関係） 

    刑法において、懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑が創設されたため、規則の関係 

条文を改正する。 

  ウ 罰則規定に係る文言の調整（規則第 59 条及び第 60 条関係） 

    両罰規定（規則第 61 条）の対象となる規定（規則第 59 条及び第 60 条）に     

ついて、自然人を対象とすることを明確化する。 

    

（２）遊漁者等の漁具又は漁法の制限の規定の見直し（規則第 45 条関係） 

  ア 規則第 45 条第１項第４号 

    「貝類徒歩堀」は、潮干狩りなどで「くまで」や小型の「移植ごて」を使用して 

砂泥中の貝類を採捕する漁法であるが、遊漁者にとって分かりにくい規定となって

いるため、近年の遊漁者の採捕実態を踏まえ、くまでや移植ごての寸法を定めて  

分かりやすい規定にする。 

  イ 規則第 45 条第１項第５号 

    「徒手採捕」は、いわゆる「手づかみ」による採捕の規定であるが、前号の貝類

徒歩堀の規定と併せると、手づかみの対象が「貝類」と「藻類」に限定され、それ 

以外の水産動植物を採捕することは認められていない。 

一方、遊漁がレジャーとして普及している中で、手づかみによる採捕の対象を限定

する必要がなくなっており、現在、全国で徒手採捕の対象を限定している都道府県は

本県のみである。 

このため、遊漁者の採捕実態を踏まえ、徒手採捕の対象を限定しない規定に改正 

する。  

漁業法及び刑法の一部改正に伴い、水産庁から都道府県に漁業調整規則を改正する 

よう通知があったため、千葉県漁業調整規則（以下「規則」という。）の関係条文を改正

します。 

また、これまで改正の検討を進めてきた遊漁者等の漁具又は漁法の制限に係る規定に

ついて、近年の遊漁者の採捕実態を踏まえ規定を明確化するとともに制限を見直します。 

※両罰規定…違反が行われた場合に、行為者本人だけでなく、その行為者と一定

の関係にある法人等をも処罰する旨の規定。 
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２ スケジュール 

令和６年 10 月  関係漁協等、地方検察庁、取締機関及び隣県説明・協議 

令和６年 11 月  パブリックコメント 

令和６年 11 月  水産庁事前協議 

令和６年 12 月  海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会への意見聴取 

令和７年 １月  水産庁認可申請 

令和７年 ３月  規則公布 

３ 施行予定日 

  公布の日から施行する。ただし、以下の規定は施行期日を定める。 

 （１）第 45 条第１項第４号 

    遊漁者が使用できるくまで及び移植ごての寸法を定める改正であり、一定の周知

期間を設けるため、公布の日から約３か月後の令和７年６月１日から施行する。 

 （２）第 59 条第 1項の改正規定（「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。） 

    令和７年６月１日から施行する。 

 

 

（参考）遊漁者が使用できる漁具又は漁法のイメージ図 

改正後改正前

使用不可使用可

貝類徒歩堀（まんが及び貝まきを使用するものを除く。）
【第45条第4号】

くまで及び移植ごて（柄の長さ50ｃｍ以下のものに限る。）
【第45条第4号】

移植ごてくまで 貝まきまんが

柄の長さにかかわ
らず使用不可

貝類徒歩堀のうち貝類の徒手採捕【第45条第4号】
藻類の徒手採捕 【第45条第5号】

使用不可使用可

移植ごてくまで 貝まき

柄の長さ50cm以下 柄の長さ50cm超

徒手採捕【第45条第5号】

対象が水産動植物のうち
貝類・藻類に限定

対象を限定しない

水産庁ＨＰの図を改変 水産庁ＨＰの図を引用

大型のものかどうかで区別

柄の長さにかかわ
らず使用不可
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千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
改
正

 
新
旧
対
照
表

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
（
案
）

 
現
行

 

（
遊
漁
者
等
の
漁
具
又
は
漁
法
の
制
限
）

 

第
四
十
五
条

 
何
人
も
、
海
面
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
具
又
は
漁

法
以
外
の
漁
具
又
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な

い
。

 

  
一

 
竿
釣
及
び
手
釣

 

  
二

 
た
も
網
及
び
す
く
い
式
さ
手
網

 

  
三

 
投
網
（
船
を
使
用
し
な
い
も
の
に
限
る
。）

 

  
四

 
く
ま
で
及
び
移
植
ご
て
（
柄
の
長
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の
に
限
る
。）

 

  
五

 
徒
手
採
捕

 

２
～
３

 
（
略
）

 

（
遊
漁
者
等
の
漁
具
又
は
漁
法
の
制
限
）

 

第
四
十
五
条

 
何
人
も
、
海
面
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
具
又
は
漁

法
以
外
の
漁
具
又
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な

い
。

 

  
一

 
竿
釣
及
び
手
釣

 

  
二

 
た
も
網
及
び
す
く
い
式
さ
手
網

 

  
三

 
投
網
（
船
を
使
用
し
な
い
も
の
に
限
る
。）

 

  
四

 
貝
類
徒
歩
堀
（
ま
ん
が
及
び
貝
ま
き
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。）

 

  
 五

 
藻
類
の
徒
手
採
捕

 

２
～
３

 
（
略
）
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改
正
（
案
）

 
現
行

 

（
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
の
備
付
け
命
令
）

 

第
五
十
一
条

 
知
事
は
、
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
措
置
の

履
行
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
（
人
工

衛
星
を
利
用
し
て
船
舶
の
位
置
の
測
定
及
び
送
信
を
行
う
機
器
で
あ
っ

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
い
う
。）

を
当
該
許
可

を
受
け
た
船
舶
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
操
業
し
、
又
は
航
行
す
る
期
間
中
は

当
該
電
子
機
器
を
常
時
作
動
さ
せ
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
～
三

 
（
略
）

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
、
通
信
の
妨
害
そ
の
他
の
当

該
命
令
に
係
る
電
子
機
器
の
機
能
を
損
な
う
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

 

（
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
の
備
付
け
命
令
）

 

第
五
十
一
条

 
知
事
は
、
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
措
置
の

履
行
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
（
人
工

衛
星
を
利
用
し
て
船
舶
の
位
置
の
測
定
及
び
送
信
を
行
う
機
器
で
あ
っ

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
い
う
。）

を
当
該
許
可

を
受
け
た
船
舶
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
操
業
し
、
又
は
航
行
す
る
期
間
中
は

当
該
電
子
機
器
を
常
時
作
動
さ
せ
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
～
三

 
（
略
）

 

（
新
設
）
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改
正
（
案
）

 
現
行

 

第
五
十
九
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反

行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

 

一
 
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十

七
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
四

条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

し
た
と
き
。

 

二
 
第
三
十
三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
付
け
た
条
件
に

違
反
し
た
と
き
。

 

三
 
第
二
十
三
条
第
一
項
（
第
三
十
三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
、
第
三
十
三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条

第
五
十
九
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲

役
若
し
く
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

 

 

一
 
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十

七
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
四

条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

し
た
者

 

二
 
第
三
十
三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
付
け
た
条
件
に

違
反
し
た
者

 

三
 
第
二
十
三
条
第
一
項
（
第
三
十
三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
、
第
三
十
三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
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附
 
則

 

 
（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（「

懲
役
」
を
「
拘

禁
刑
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）

は
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
経
過
措
置
）

 

２
 
こ
の
規
則
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

 

改
正
（
案
）

 
現
行

 

第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
又
は
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

 

２
 
（
略
）

 

 第
六
十
条

 
第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
四
十
八
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
第
十
項
又
は
第
四
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
科
料

に
処
す
る
。

 

第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
又
は
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

命
令
に
違
反
し
た
者

 

２
 
（
略
）

 

 第
六
十
条

 
第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
四
十
八
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
第
十
項
又
は
第
四
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
科
料
に
処
す
る
。
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